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第1章 計画策定に当たって 

1.1 計画策定の基本方針 

滋賀県は古来、東海道や中山道、北国街道などが通る交通の要衝として発展し、全国・世界

とのつながりの中で「暮らし」を育んできた地域です。現在も新幹線や高速道路などの主要な

広域交通基盤が集中する交通の結節点として、東京、名古屋、大阪といった国内主要都市への

良好な広域アクセス環境を有しています。 
マザー工場や開発拠点が数多く立地する日本一のモノづくり県としての滋賀県も、多くの

農産物を京阪神地域に供給する米どころとしての滋賀県も、交通利便性の高さによってその

発展を支えられています。 
地域交通は、福祉、教育、観光、産業立地、移住・定住、さらにはＣＯ２ネットゼロ社会の

実現など社会を支える土台であるとともに、誰もが自由に、かつ安全に移動し、社会活動への

参画や人との交流のために必要な、欠かすことのできない重要な社会インフラであると言え

ます。 

しかし、ライフスタイルの変化、人口減少、担い手不足、ＪＲ線の減便、北陸新幹線やリニ

ア中央新幹線等の広域交通の整備、自動運転や MaaS 等の新技術の発展等、滋賀県の地域交通

を取り巻く状況は大きく変化しています。 

そのため、滋賀県では、県民の日々の生活に密着した「地域交通」に特に焦点を当て、さま

ざまな社会情勢の変化に対応した持続可能な交通ネットワークの維持・活性化を目指すこと

を目的に、「滋賀地域交通ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を策定しました。なお、

ビジョンにおいて、地域交通を「乗合バス、タクシー、鉄道等の公共交通に加え、カーシェア

リングや自転車等、日々の生活に密着した日常的な移動を支える移動手段」と定義しました。 

「滋賀地域交通計画」（以下「本計画」という。）は、このビジョンのアクションプランと

して、ビジョンで描いた目指す地域交通の姿の実現を進めることを目的とし、県民、交通事業

者、市町と丁寧に議論を重ねながら策定しました。 

ビジョンで描く姿からのバックキャスティングで、鉄道、バス、タクシーをはじめ多様な移

動手段を活用し、より利便性が高く、かつ効率的で、地域に最適化した地域交通ネットワーク

を具体化するための施策と、その施策の実施に必要な財源のあり方等をまとめています。 

 

1.2 計画概要 

1.2.1 計画区域 

計画対象区域は滋賀県全域とします。 

1.2.2 計画期間 

2040 年代を見据えた、計画策定から５年間とします。 

（令和８年度（2026 年度）～令和 12 年度（2030 年度）） 

1.2.3 計画の目標 
滋賀県に関わるすべての人の「より良い暮らし」を実現するために、将来の社会情勢変化

に対応し、かつ持続的に発展可能な滋賀県の実現に資する地域交通ネットワークを構築し

ます。  
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1.2.4 計画策定までの流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「滋賀地域交通ビジョン」 策定 
 

 

 

第 1 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 

第 2 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 
県民・交通事業者・市町等、異なる立場を交えた対話から、 

各地域の将来の姿や必要な施策を導き出す取組 

 

 

地域交通フォーラム(2024 年度) 開催 
幅広くアイデア・意見を県民から募るとともに、 

ここまでの議論を共有し、地域間（圏域間）の連携を進める取組 

 

 

「滋賀地域交通計画（骨子案）」公表 
 

 

第 3 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 
異なる状況にある地域に住む県民間での対話から、全県的な 

視点で望ましい将来の姿や必要な施策を導き出す取組 

 

 

地域交通フォーラム(2025 年度) 開催 
ここまでの議論を共有し、地域間（圏域間）の連携を進めると

ともに、「より良い暮らし」を実現するために必要な施策と、その

ために必要な財源に関して、みんなで議論し、考える取組 
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1.3 本計画の位置づけ 

1.3.1 滋賀県として滋賀地域交通計画を策定する意義 

本計画はビジョンを踏まえ、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法

律第五十九号）」（以下「法」という。）に基づく地域交通の活性化および再生のための計画

として策定するものです。 
滋賀県の地域交通を取り巻く状況は日々変化しており、県内市町や交通事業者は、時勢に対

応した持続可能な地域交通の実現に向け各々取り組んでいます。しかしながら、行政と民間の

連携や、観光・福祉等の他分野との連携、広域にまたがる施策、また、新たな取組については、

個々の団体の力では及ばない場面や地域差が存在します。さらに、令和３年度（2021 年度）

より、地域公共交通計画の策定が乗合バスの運行費等に対する補助制度の要件とされた（令和

６年事業年度まで経過措置あり）ことから、特に複数市町をまたぐ幹線路線への補助を受ける

ために、県域での計画策定に対する市町の期待は大きい状況にあります。 
そこで、全県を対象とした本計画を策定することにより、県・市町・事業者、また他分野と

の連携を推進することで、持続可能な地域交通の実現に向けた取組を促進し、地域特性に応じ

た多様な交通サービスの組合せや移動環境の向上・利用促進を目指します。 
 

1.3.2 県・市町・交通事業者の役割分担 

本計画の主な実施主体は滋賀県・県内各市町・交通事業者の三者となります。相互に連携し

ながら取組を進めていくこととします。各主体の主な役割は、以下のとおりです。 

1) 滋賀県 

法において、都道府県は「各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他

の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持

続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなくてはな

らない」と定められており、また、国土交通省の「「地域公共交通計画」の実質化に向けた

検討会 中間とりまとめ（令和６年４月）」において、都道府県に対し「地域間交通を支え

る観点（幹線、ローカル鉄道）に加え、喫緊の課題対応（交通体系のリ・デザイン、新技術

の活用、運転手の確保など）を先導する観点、共通化による事務効率化の観点などから、市

町村の牽引役／伴走者として、これまで以上に大きな役割が期待される」とされています。 

これらを踏まえ、本県は、広域行政体として、交通軸をはじめとする県域全体のグランド

デザインを描く役割を担い、その実現に向けた取組推進の中心となって、関係者間のパイプ

役として各実施主体の連携・連絡を支援するほか、他分野との連携や、広域にまたがる施策、

新たな取組を促進・主導するとともに、国に対する意見の提案等も行います。 

 

2) 県内各市町 

最も住民に身近な自治体として施策や事業を実施し、適切な移動手段の組み合わせによる

各地域内を移動する交通網の構築に向け、主体的な検討・対応を実施します。 

 

3) 交通事業者 

自治体と連携して施策を展開し、安全で便利な交通サービスを提供するほか、担い手の確保

や利用促進に向け、主体的な検討・対応を実施します。 
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1.3.3 法律、上位計画、その他諸計画、各市町・圏域の地域公共交通計画との関係 

本県では、県政運営の基本方針を示した「滋賀県基本構想」を平成 31 年 3 月に策定してお

り、その基本理念である“変わる滋賀 続く幸せ”を実現するために、各分野において、部門

別計画・ビジョンを策定しています。本計画は、令和 6 年 3 月に策定した「滋賀地域交通ビジ

ョン」に基づく 5 年間の行動計画であり、基本構想の理念実現に向けた部門別計画・ビジョ

ン、これら部門別計画・ビジョンの実現に向けた行動計画とも連携しながら、取組を進めるこ

ととしています。 
また、現在、県内各市町において、持続可能な地域交通の実現に向け、市町ごと、あるいは

圏域ごとに交通施策の基本方針や具体の取組を定めた地域公共交通計画が策定されています。 
このため、上記の法の求めや都道府県に期待される役割を踏まえると、広域的な見地から各

市町・圏域の地域公共交通計画と連携を図ることや、市町の取組に伴走・支援を行うため、県

域の地域公共交通計画の策定の必要性は高く、速やかに各市町・圏域の地域公共交通計画と整

合を図りながら、本計画を策定することとしました。 
 

 
図 1.1 滋賀地域交通計画と法律、滋賀県の上位計画、諸計画 

および各市町、圏域の地域公共交通計画との関係 

 
 

○「都市計画基本方針」、「滋賀地域交通ビジョン」および「道路整備マスター
プラン」は、滋賀県基本構想に基づく部門別計画・ビジョンとして位置付け。
○都市計画基本方針で示す「拠点連携型都市構造」の実現に向け、「滋賀地域交
通ビジョン」および「道路整備マスタープラン」において、地域交通政策、道路
整備のそれぞれの観点から目指すべき姿を示す。
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第3章 滋賀県が目指す暮らしの姿 

3.1 滋賀地域交通ビジョン 

本計画の前段階として、滋賀県は県民の日々の生活に密着した「地域交通」に特に焦点を当

て、さまざまな社会情勢の変化に対応した持続可能な交通ネットワークの維持・活性化を目指

すことを目的とし、ビジョンを策定しました。 
本章ではビジョンで整理した、滋賀県が目指す地域交通の姿や、滋賀県として保障すべきと

した移動目的を再掲します。 

3.1.1 滋賀県が目指す地域交通の姿 

鉄道、バス、タクシー等の地域交通は、何よりもまずは「安全に運行を継続」することが重

要です。 

その上で、滋賀の現状と交通をめぐる課題を踏まえ、将来の姿としては、自家用車利用を一

定の前提としつつ、地域特性に応じた移動手段により、自家用車を「使えない人」・「使えな

い時」でも日々の生活のための移動ができる、また自家用車を「使わない」という選択ができ

ることが重要と考えます。また、滋賀県都市計画基本方針による「拠点連携型都市構造」の実

現に向け、広域拠点と地域拠点、また地域拠点と生活拠点等を結ぶ地域交通ネットワークの構

築を目指す必要があります。 

ビジョンでは以上の考えのもと、2040 年代を見据え、目指す地域交通の姿を「誰もが、行

きたいときに、行きたいところに移動ができる、持続可能な地域交通」と設定しました。 

 
図 3.1 滋賀県が目指す地域交通の姿(滋賀地域交通ビジョンより)  
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3.1.2 全ての住民に保障すべき移動目的の設定 

ビジョンでは、他都市事例や住民・市町の意向をもとに、全ての住民に保障すべき移動目的

を、下図のとおり「通勤・通学」「通院・福祉」に設定しました。 
これは、「通勤・通学」「通院・福祉」に求めるサービス水準は他目的と比較して高く、こ

れらの移動ができるサービス水準を確保すれば、買物、観光等のその他の目的の移動は一定確

保され得るという考えによるものです。 
 

 
図 3.2 県域指標の設定(滋賀地域交通ビジョンより) 

  



86 

 

3.2 県民が考える望ましい暮らし 

3.2.1 県民等との公論熟議 

県民が望む暮らしについて把握し、それを実現するうえで必要な施策を検討するため、ワー

クショップ、フォーラム、お出かけトーク、滋賀地域交通活性化協議会を開催し、公論熟議を

重ねました。 
 

1) 第１回地域交通ワークショップ 

第１回ワークショップでは、県民が望む暮らしを把握することを目的に、日々の移動にか

かる困りごとやその解決のためのアイデア等について、県民とともに交通事業者と県・市町

の職員が一緒になって議論しました。同じ県内でも地域によって暮らしが異なり、移動の状

況、課題も異なると考えられることから、県内を６地域に分けて実施しました。 

 

また、建設的な議論となるよう、地域ごとに人の移動や地域交通の整備状況、主要な箇所

へのアクセシビリティ評価、バスや鉄道の経営状況や将来の地域交通の維持・充実に追加で

必要となる費用を賄う方法等について情報提供を行いました。 

 

  
図 3.3 地域の区分図と構成市町 

  

地域区分 構成市町名 

大津 
・ 

湖南 

大津市(南部) 
草津市 
守山市 
栗東市 
野洲市 

近江八幡市 

甲賀 

甲賀市 
湖南市 
野洲市 
日野町 
竜王町 

東近江 

近江八幡市 
東近江市 
日野町 
竜王町 
愛荘町 

湖東 

彦根市 
愛荘町 
豊郷町 
甲良町 
多賀町 

湖北 長浜市 
米原市 

湖西 大津市(北部) 
高島市 
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(1) 開催概要 

 第１回ワークショップは以下のとおり開催しました。 

 

表 3.1 第１回ワークショップの開催概要と参加者数 

地域 開催日時 開催場所 参加者数※ 
大津・湖南 令和 6 年 9 月 8 日(日) 9:30～12:30 守山市役所 34 人 
甲賀 令和 6 年 9 月 8 日(日) 14:30～17:30 甲賀市役所 30 人 
東近江 令和 6 年 9 月 7 日(土) 9:30～12:30 八日市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 30 人 
湖東 令和 6 年 9 月 7 日(土) 14:00～17:00 ビバシティ彦根 26 人 
湖北 令和 6 年 7 月 13 日(土) 9:30～12:30 米原市役所 35 人 
湖西 令和 6 年 8 月 17 日(土) 9:30～12:30 高島市観光物産プラザ 31 人 

※参加者数には、一般参加者に加え、交通事業者、市町職員等の人数を含む 

 

  
図 3.4 第１回ワークショップの様子(左：湖北地域  右：湖西地域) 

 

a) 一般参加者の属性 

第 1 回ワークショップには以下のとおり、年齢も立場も様々な方が参加しました。 

 
図 3.5 第１回ワークショップ参加者の年齢と性別、立場  

■年齢                    ■性別                ■立場 

・高齢者（有職、無職） 
・免許返納者 
・子育て世代 
・現役世代（有職者） 
・学生（高校生、大学生） 
・自治会役員 
・まちづくり協議会委員 
・シルバー人材センター 
・老人クラブ 
・社会福祉協議会 
・商工会議所 
・県内事業者 
・福祉タクシー利用者 
・ケアマネージャー 
・障害者の地域活動支援団体 
・観光協会 他 
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(2) 実施内容 

第１回ワークショップは以下のとおり実施しました。 

 

表 3.2 第１回ワークショップ実施内容 

情報提供 
イントロ ワークショップの位置づけについての説明 

説明 各エリアのまちづくりと交通の現状についての説明 
グループワーク 1 
質問 1 1 週間に何日、出かけているか？ 

質問 2 
どこへ、何のために、どのように移動をしているか？許容できる移動時間はどのぐらい
か？ 

質問 3 したくないのにせざるを得ない移動は？（例：家族の送迎） 
質問 4 したいのに現在はできていない移動は？（例：友だちと遊びに行く） 
質問 5 もし制約がなければ、どこへ、何のために、どのように移動をしたいですか？ 
質問 6 移動がこうなったらいいなあと思うことは？ 
情報提供 2 
「財源」に関する議論の論点を整理 
グループワーク 2 

議題 
財源を含むギャップ（運行等についてのコスト縮減、運賃収入の増加、補助金等
の増額など）をどう解消すればいいと思いますか？ 
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(3) 実施結果 

第１回ワークショップでは、以下のような意見が集まりました。 

 

表 3.3 第１回ワークショップ参加者の意見 
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2) 第２回地域交通ワークショップ 

第２回ワークショップでは、第１回ワークショップにおいて、現状の地域交通が不便で使

えないことから「充実」を望む意見、車での移動が中心であり新たな負担をしてまで充実は

望まず必要最低限の移動が確保された「現状維持」で十分であるとの意見、ライドシェアの

解禁など「市場原理に任せるべき」といった意見も踏まえながら、３つの暮らしのシナリオ

を「地域交通が充実した暮らし（地域交通積極投資）」、「車と地域交通の両方を利用する

暮らし（現状維持）」、「移動を市場原理にゆだねる暮らし（市場原理）」を提示し、それ

ぞれのシナリオに必要となる施策の概算費用や効果・影響を示した上で、暮らしがどのよう

に変わるのか、移動を支えるための費用や負担をどう考えるかなどについて議論しました。 

 

   
図 3.6 第２回ワークショップで使用した３つの将来シナリオ  

地域交通が 
充実した暮らし 
【シナリオＡ】 
地域交通積極投資 
・利便性向上に積極的に投資
するシナリオ 
・投資費用を運行コストの減等
で賄えない場合、新たな財源が
必要 

車と地域交通の 
両方を利用する暮らし 
【シナリオＢ】 
現状維持 
・現状の地域交通を維持するシ

ナリオ(Ba） 
・維持するための収支補填をせ

ず、サービス低下を許容するシ
ナリオ（Bb） 

移動を市場原理に 
ゆだねる暮らし 
【シナリオＣ】 
市場原理 
・移動を個人の確保にゆだねる

シナリオ 
・これまで地域交通に投じていた

公費は、他の行政施策に充
当可能となる 
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(1) 開催概要 

第２回ワークショップは以下のとおり開催しました。 

 

表 3.4 第２回ワークショップの開催概要と参加者数 

地域 開催日時 開催場所 参加者数※ 
大津・湖南 令和 6 年 12 月 15 日(日)9:30～12:30 明日都浜大津ふれあいプラザ 29 人 
甲賀 令和 6 年 11 月 16 日(土)14:00～17:00 サンライフ甲西 23 人 
東近江 令和 6 年 12 月 22 日(日)14:30～17:30 能登川コミュニティセンター 21 人 
湖東 令和 7 年 1 月 18 日(土)14:00～17:00 ビバシティ彦根 24 人 
湖北 令和 6 年 12 月 22 日(日)9:30～12:30 県立文化産業交流会館 24 人 
湖西 令和 6 年 12 月 14 日(土)9:30～12:30 高島市観光物産プラザ 16 人 

※参加者数には、一般参加者に加え、交通事業者、市町職員等の人数を含む 

 

  
図 3.7 第２回ワークショップの様子(左：湖北地域  右：湖西地域) 

 

a) 一般参加者の属性 

第 2 回ワークショップには以下のとおり、年齢も立場も様々な方が参加しました。 
 

 

 
図 3.8 第２回ワークショップ参加者の年齢と性別、立場  

■年齢                 ■性別                ■立場 
・高齢者（有職、無職） 
・免許返納者 
・子育て世代 
・現役世代（有職者） 
・学生（高校生、大学生） 
・自治会役員 
・まちづくり協議会委員 
・シルバー人材センター 
・老人クラブ 
・社会福祉協議会 
・商工会議所 
・県内事業者 
・福祉タクシー利用者 
・ケアマネージャー 
・障害者の地域活動支援団体 
・観光協会 他 
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(2) 実施内容 

第２回ワークショップは以下のとおり実施しました。 

 

表 3.5 第２回ワークショップ実施内容 

情報提供 
イントロ 第 1 回ワークショップと第 2 回ワークショップのつながり 

説明 
３つのシナリオの違いと特徴、日々の暮らしの変化、 
概算事業費およびその影響を説明 

グループワーク 1 

質問 1 自分の現在の生活スタイルにおいて、 
1 日にどのような移動が発生しているか？ 

質問 2 
公共交通が充実した社会になった場合、 
自分の 1 日に発生する移動がどのように変化すると思うか？ 
（例：子どもの送迎が不要になり朝に余裕ができる） 

質問 3 
公共交通が縮小し移動を自力で確保する社会になった場合、 
自分の 1 日に発生する移動がどのように変化すると思うか？ 
(例：通院のたびにタクシーを予約する必要がある) 

質問 4 自身の移動が質問 2 や質問 3 の回答のように変化した場合、 
どんなメリットがあると思うか？ 

質問 5 自身の移動が質問 2 や質問 3 の回答のように変化した場合、 
どんなデメリットがあると思うか？ 

質問 6 公共交通が充実、または縮小した社会について考えたとき、 
分からないこと・気になることはなにか？ 

グループワーク 2 

議題 1 移動確保のための費用や負担についてどのように考えるか 
どのような負担の形になれば納得できるのか？ 

議題 2 公共交通に求める機能や意義は何か 
どのようなサービスの形がふさわしいと思うか？ 



93 

 

(3) 実施結果 

第２回ワークショップでは、以下の表のような意見が集まりました。 

表 3.6 第２回ワークショップ参加者の意見 

 
 

また、ワークショップでは、３つの将来シナリオ（Ｐ90 参照（シナリオＡ、シナリオＢ、

シナリオＣ））を提示し、負担のあり方も含めて、どのレベルの暮らしを望むのか参加者に

問いかけ、その理由やメリット・デメリットなどについて議論しました。 

その結果、シナリオＢよりシナリオＡに寄ったレベルを望む声がやや多い結果となりまし

た。 

 
図 3.9 第２回ワークショップ参加者が望む暮らしのシナリオの分布状況 
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3) 第２回地域交通フォーラム（令和６年度（２０２４年度）開催） 

 

県内６地域で実施したワークショップの結果を共有するとともに、これまでの取組結果か

ら県全体として目指す暮らしの方向性を示し、その暮らしの実現のためにできることやその

財源について議論しました。 

(1) 開催概要 

実施場所：イオンシネマ草津 スクリーン1（滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津３階） 

実施日時：令和７年２月 15 日（土）午後１時から３時まで 

参加者数：350 名超（WEB 参加者を含む） 
 

 
図 3.10 第２回地域交通フォーラムの様子 

 

(2) 実施内容 

第２回地域交通フォーラムは以下のとおり実施しました。 

 

表 3.7 第２回地域交通フォーラム実施内容 

情報提供 
OP 企画趣旨説明、プログラム説明、Slido 使用方法説明 

WS 結果発表 
第 1 回、第 2 回地域交通ワークショップ実施概要の説明 
ワークショップ結果をもとに作成された、各地域の将来シナリオの解説 

説明 
大野悠貴氏（バスぷら博士）による全国各地の公共交通に関する取組事例の説明 
公共交通を利活用する意義についての説明 

意見交換会 
議題 1 WS 結果、情報提供に対する意見 
議題 2 全体シナリオに対する意見 
議題 3 財源、負担についての意見 
総括 

総括 グラフィックレコーディングの成果物発表 
本イベント全体を通して見た、意見の大まかな傾向等のとりまとめの発表 

講評 本イベントに対する県政、公共交通、WS 参加者の視点から講評の発表 
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（３）実施結果 

第２回地域交通フォーラムでは、以下のような意見がありました。 

表 3.8 第２回地域交通フォーラム参加者の意見 

意見が多かった話題 

① 

□
□
□
□
□
□
□
□
□ 

大型の集客施設が駅から離れすぎている。スーパーが住宅地の付近になく、そもそも自家用車がないと生活必需
品すら買い揃えられない地域も増えたのではないか。 
土地価格の調整や敷地面積確保等、駅前に集客施設を集約する取組を実施すべき。 
市街地のスポンジ化が進行している。住居を建設できる地域を行政で規制し、まちのコンパクト化を進めるべき。ま
た、どこに住んでも便利であれば人口の集約が進まない。 
人口をまとめたい地域に人が集まるように、行政として提供するサービスレベルを調整するべき。 
徒歩で移動可能な距離であっても、歩道が整備されていない上、交通量が多いという理由で安全面から自家用
車を選択しがち。 
駅前であっても、バスの利用者や徒歩・自転車の利用者の利便性よりも、自家用車の利便性を優先した街並み
になっている。郊外ではなく公共交通の付近に住みたくなるような、ウォーカブルな駅前づくりを進めるべき。 
公共交通の減便・廃線が続いているが、滋賀全体の人口は増加傾向にある。公共交通の利便性を確保すること
が、転入者の子世代の定住促進に繋がるのではないか。 
ひいては、公共交通に対する費用負担は、町を活性化するための投資でありインフラを維持するための必要経費と
いえるのではないか。 

② 

公
共
交
通
□
□
□
□ 

ほとんど同じ経路を複数のバス会社が運行していたり、なのにＪＲ線が遅延・運休した時に代替運行ができる路
線は無かったりと、非効率な面が目立つ。現在の人口分布と公共交通が嚙み合っていないのではないか。 
負担が少ないことは必ずしもサービス低下に直結しない。まずは無駄な事業を選定し、道路整備込みで交通網全
体の効率化を図るべき。 
実際は滋賀県の中でもかなりの範囲が公共交通で移動できるが、どの経路をどの程度の頻度で公共交通が運行
しているかという情報にたどり着くための導線が不親切。「目的地に公共交通があるかわからないから」つい自家用
車に頼ってしまう。 
地域ごとや市町ごとではなく、県全域の各公共交通の情報が一目でわかるよう、県内の全路線を可視化したマッ
プを作成すれば利用の増加が見込めるのではないか。 
目的地にバス等で向かう場合、ほとんどの場合駅で乗り換えが必要になる。 
利用者の少ない駅を路線の発着点にするより、スーパーや病院、公共施設などの集客施設を発着地にしたほうが
利用の増加が見込めるのではないか。 
地下鉄直通に伴う運賃増により、京津線から利用客が離れ赤字になってしまったことからもわかるように、運賃を低
く設定することは利用を促進するうえで重要。また、天候や渋滞で定時性が確保されていないのも、公共交通が選
択されない理由となっている。 
増便・運賃の調整等により利便性を確保すれば自然と利用も増加する。 

③ 

交
通
施
策
□
□
□

公共交通が民間事業である以上、そもそも行政が口を出すこと自体に違和感がある。民間に行政が口を出すか
らサービスが微妙になるのではないか。 
人口減少に伴って諦める・妥協する部分はあってしかるべきであり、本当に必要なものが残り、不要なものが消える
だけ。 

今後、北陸新幹線延伸やリニアの開通等により広域移動が大きく変化するのはわかりきっている。現状の交通だけ
でなく、今後の変化を考慮したうえで公共交通の再編が必要。 

④ 

税
施
策
□
□
□
□ 

今までの大きな事業で失敗してきたため、県政自体への不信感がある。公会計や事業整理等による信用回復が
必要。そもそも税負担自体を下げたほうが、滋賀県全体の活力上昇につながり、最終的には公共交通も活性化
するのではないか。 
駅前と郊外で住居費に差が生じるのは、移動も含めた生活利便性に差があるから当然のこと。公共交通が便利
な場所に住むためのコストを払わない人のために、公共交通が発展した場所に住むためのコストを払っている人間
まで費用負担しなければならないのはおかしい。 
原則、受益者負担で自由経済に委ねるべき。 
交通税導入というゴールありきで話が進んでいるように感じる。 
まずは如何に公共交通の利用者増やすか、税投入がなくても公共交通が成り立つようにするかを真剣に議論すべ
き。現状は議論が全体的にぼんやりしている。 
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⑤ 

負
担
□
財
源
□
□
□
□ 

名古屋市や京都市等の人口が密集した都市でも赤字になる公共交通の拡充を、人口密度の低く、人口減少が
進む滋賀県で行うと考えると不安。便利を税金に頼ると負担に際限がなくなる。 
高齢化の進行を見据えて公共交通を拡充すべきという論調にも疑問。高齢化の進行は、税金を払える生産年
齢人口の減少とイコールなのに。 
渋滞対策として道路を便利にする工事を行うから交通量が増えて渋滞がなくならない。道路整備のための膨大な
予算を一定公共交通にまわせば負担を増やすことなく移動手段を充実させられるのではないか。 
また、自家用車に付加税をかけ、公共交通への転換を促しつつ予算を確保しても良いのではないか。 
サービスは受益者負担が原則なのだから、利用者が負担して当然。 
利用者でもない人間の財布を当てにするのは事業としてどうなのか。 
公共交通のような、必要だが採算の合わない事業こそ、公的資金を投入するべき。受益者負担が原則といって
も、公共交通の存在が地域経済に与える好影響や、公共交通の存在によって未然に軽減されている渋滞等を考
慮すると、住民すべてが受益者といえるのではないか。 
また、昨今の物価高を考慮すると税負担の増加はある程度やむをえないのではないか。 

⑥ 

新
□
□
□
□
□
□
□
仕
組
□
□
□
□

ライドシェアは「タクシーが使いたいけど車両が足りていない」場合の解決策であり、みんな自家用車を持っている滋
賀で実施したところで意味があるのか。また、公共交通の一部として導入するなら、持続性も必要になり、責任の
所在の明確化や収益性の確保が必須になるが、それはもうタクシーで良いのではないか。 
地域コミュニティ自体が人口減少・少子高齢化で存続の危機にある以上、地域社会でライドシェアは担えないので
はないか。 
ライドシェアが解禁されたところで、そもそもドライバーのなり手がいない地域に、いきなりドライバーが増えることはな
い。 
ライドシェア解禁で問題が大きくが解決することはないだろうが、大きな問題が発生したり、大きく負担が増えることも
ないように思う。 
税負担を増やさずに、選択肢を増やせて、そのうえ大したデメリットもないのに導入が進まない理由がわからない。 
滋賀県では LRT の計画が立ち消えてしまったが、同時期に計画が発足した栃木県宇都宮市では LRT が大成功
している。 
滋賀県でも再度 LRT の計画を動かしても良いのではないか。 
 

また、会場からの意見はグラフィックレコーディングにより以下のとおりまとめました。 

 
図 3.11 グラフィックレコーディングの成果物（1/3） 
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図 3.12 グラフィックレコーディングの成果物（2/3） 

 

 
図 3.13 グラフィックレコーディングの成果物(3/3) 

 

 

 


























































































































































































